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研究成果の概要（和文）： 

本研究では、日英の非営利組織が公共サービスの供給主体としての役割を高めるにしたがい、
その評価やアカウンタビリティが、ローカル・ガバナンスのあり方を決定づけることを明らか
にした。また、非営利組織の中間支援組織が、地域のネットワーク形成において重要な役割を
果たしていること、さらに、いわゆる労働統合型社会的企業では、一般労働市場で事業を継続
していること自体が、社会的価値として評価されうることを提示することができた。 
 
研究成果の概要（英文）： 
 We examined how the elevation of the third sector to the role of the primary public 
service suppliers in the U.K. and Japan resulted in strong demand for accountability based 
on the perspective of public administration. These points ascertained that assessments and 
accountability determined the structure or the rules in local governance. Therefore, we 
concluded that the political measures directed towards the third sector in the U.K. and 
Japanese contexts that implied ‘small government’ strengthened subordinate control 
through accountability. Second, we confirmed that the infrastructure organisations of third 
sector played important role to build networks of local communities and the degree of 
influence on public sector depended on the activities of the infrastructure organisations. 
Finally, it was suggested that the social value itself might occur by continuing to operate 
the same businesses as for-profit enterprises in the ordinary labour market, premised on 
the creation of inclusive workplace through the Japanese WISEs (work integration social 
enterprises) survey. 
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１．研究開始当初の背景 
非営利セクター代表と自治体関係者は、自

治体の実施計画やサービス供給の枠組みを
地域の協働組織での協議を経て策定・決定し
ているが、自治体は、それらの実施に関して
中央政府からの強力な規制や監査を受けて
いる。そうした中で、声なき声を政策に反映
させるべく独自に協働組織の意思決定や交
渉ルールに工夫を凝らしているところがあ
る。こうした対応が可能になっているのは、
非営利セクターが、地域で独自に多様なネッ
トワークを形成しているからであると考え
られる。このことが、地域の多様な主体間の
水平的な連帯関係の形成だけでなく、協働組
織での交渉力に大きく関係しているように
推察される。 

非営利セクターのこうした役割は、日本で
中間支援組織と称されるインフラストラク
チャー組織セクターの機能によるところが
大きい。言い換えれば、インフラストラクチ
ャー組織がどのような事業目標を掲げ、どの
ような活動を行っているかということが、政
府・自治体との関係を規定する要因になって
いると考えられるのである。 

ただし、本研究開始時に、労働党から保
守・自民党への政権交代があり、それまでの
政府の協働政策は大胆に見直された。このた
め、本研究では、まず政権交代に伴う地域へ
の協働政策の影響を考察し、実態に応じて当
初の計画を一部修正した。 

 
２．研究の目的 
本研究は、英国の協働政策が中央地方関係

や官民関係に及ぼす影響の分析を通じて、社
会的排除問題に取組む非営利セクターが、地
域の政策形成やサービス供給において一定
の影響力を行使できるようになるための基
盤条件を考察するものである。 

 
３．研究の方法 
本研究では、主に以下の点について調査を

行い、その結果について考察した。 
第一に、ローカル・ガバナンスにおける非

営利セクターの位相について考察した。近年
のいわゆる「新しい公共」において、サード・
セクター（NPO）に対する期待が高まってい
るが、公共空間に多様な主体が参画する状況
では、各主体のリンケージのあり方が問題に
なる。この点について、アカウンタビリティ
（評価）の視点から検討し、他律的統制手段
による評価の限界性について確認した。 

第二に、地域のサード・セクターを下支え
するインフラストラクチャー組織の社会的
機能に関する以下の調査研究を行った。 

すなわち、まず、労働統合型社会的企業
（ work integration social enterprises: 

WISEs）の国際比較研究を行う研究グループ
である EMES（http://www.emes.net/）の分析
枠組みに依拠しつつ、国内の WISE の実態を
把握するため、労働者協同組合連合会及び
（財）協同総合研究所の協力を得て、全国の
ワーカーズ・コープの事業所を対象に、事業
実態（事業活動の概要、組織ガバナンス、ネ
ットワーク、財源構成等）と就労困難者の受
け入れ実態に関するアンケート調査（計 2種
類）及び代表的な系譜ごとのインタビュー調
査を実施した。 
次に、英国のボランタリー組織をネットワ

ークしている主要なインフラストラクチャ
ー組織関係者へのインタビューを行い、コミ
ュニティ形成の実態や財源調達の課題等に
ついて考察した。 
 

４．研究成果 
 本研究では、主に次の点を明らかにするこ
とができた。 
第一に、公共サービスが多元化する中で、

アカウンタビリティや評価のあり方がロー
カル・ガバナンスにおける重要な争点になっ
ていることを、英国の非営利セクターの実態
調査を通じて明らかにした。非営利組織は、
アカウタビリティを果たすべき多様なステ
ークホルダーが組織内外に存在するが、公共
サービス供給の担い手としての存在感を高
めるほど、市場において支払能力のない人々
や公的支援のスキームから排除されている
人々への応答は確保されにくくなる。英国で
は、こうした組織のミッションに関わる取組
の評価のあり方が、「社会的価値」として認
識されつつあることがわかった。   
第二に、地域のサード・セクターを下支え

するインフラストラクチャー組織は、直接サ
ービスを提供しているわけではないため、英
国連立政権下では公的資金が大幅に削減さ
れ、その存在意義が問われている。しかし、
傘下単位組織に対する能力開発サポートす
るという点だけでなく、公共サービスの準市
場化や競争的契約の比率が高まる中で、とも
すれば分断されがちな非営利組織の横断的
な連携を図り、地域のサポート・ネットワー
ク形成を促す役割を果たしており、いわば
「民主主義のコスト」として捉えられるべき
存在であることが確認できた。 
第三に、労働統合型社会的企業（WISE）の

国際比較研究を行う研究グループである
EMESの分析枠組みに依拠しつつ、国内の WISE
の実態を把握するため、労働者協同組合連合
会（労協）の実態調査を行い、その結果を取
りまとめた。この調査を通じて、組織ミッシ
ョンの没意味化を防ぐには、民主的な参加型
ガバナンス構造が有効であり、それ自体が
「社会的価値」として評価対象になり得るこ



と、また、その際、インフラストラクチャー
組織が先導的役割を果たしていることを確
認できた。 
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